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改正薬事法いよいよ施行！
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いよいよ、この６月１２日より大きな議論を呼んできた改正薬事法が施行
されます。

従来、ネット販売での取り扱いが禁止されていた第一類医薬品と第二類
医薬品の販売が原則として解禁され、一般医薬品の約９９％について、
ネット通販での取り扱いが可能となります。

ただ、単純に通販が認められたわけではありません。

販売方法や表示にさまざまなハードルが設けられていることはご存知の
とおりです。

本ＷＰでは、医薬品単品通販にフォーカスし、実例を交えながら改正薬
事法施行後の注目ポイントをお伝えいたします。

はじめに
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Ⅰ.店舗のストラクチャー

1.実店舗
1）事実上通販しかやらない場合も実店舗は必ず必要です。
※ＱＡⅠＱ3

2）実店舗にある商品しか通販できません。
（20品目通販すれば、店舗にも20品目の陳列が必要）
※通知P35(8)①

3

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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3）出入りが容易な構造が必要です。
※通知P9.2（1）①

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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※「倉庫の一角」は不可
※オフィスの一角に設けるのはＯＫと思われます

･･･一般人は立ち入らないが社員用で行けると思われます

オフィス

オフィス

コールセンター

薬局

廊下

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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4）看板が必要です。
※QAⅠQ5

6

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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5）貯蔵は店と別の場所でもＯＫです。
※通知P28

新宿店
（販売）

埼玉倉庫
（在庫）

20品目陳列

20品通販

新宿店（販売店）では通販に供
する20品を陳列する必要がある
が、在庫は別倉庫で構いません

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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6）実店舗閉店時でWEB店舗オープン時間の状況は、相談などを無資格者が受け
ていないかを当局がチェックできるようにしなければなりません。

この場合、もし当局から「今何をやっているのか？」と電話がかかってきたら、
状況をデジカメで撮影（場合によりムービー）し、メールで送ることができれば
問題ありません。

※QAⅠQ9

8

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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2.WEB店舗
実店舗がクローズ時でも、WEB店舗で注文を受けるのはかまいません。
⇒実店舗の有資格者が翌朝出勤後、注文状況を確認すればＯＫです。

※QAⅠQ4

9

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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QaⅡQ5

Q4の書き方からすると、
「実店舗クローズ時に予約成立⇒有資格者出勤後確定
（契約成立）」という処理だけでなく、

「実店舗クローズ時でも注文成立（契約成立）
⇒有資格者出勤後チェック（問題あればさかのぼって解消）」

という処理でもＯＫと思われます。

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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3.掲示の例
1）実店舗

11

店舗販売業の管理及び運営に関する事項

（1）許可の区分 店舗販売業

（2）許可証の記載事項スライド 9 開設者名：ワイディーシー 店舗名称：ワイディーシー西新宿店 所在地：東京都新宿
区西新宿3-2-27 許可番号：新保 第222222号 有効期限：Ｈ21.6.6-H27.6.5 所轄自
治体 東京都

（3）管理者の指名 薬事 太郎（薬剤師）

（4）勤務する薬剤師の氏名、担当業務等 薬剤師：薬事 太郎（相談等） 景表 法子（相談等）
登録販売者：医薬 品助（販売等） 特商 法太（販売等） 食品 栄太郎（販売等）

（5）取り扱う要指導医薬品
および一般医薬品区分

指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

（6）当該店舗に勤務する者の名札等による区別に
関する説明

薬剤師：「薬剤師」と記した名札と白衣着用
登録販売者：「登録販売者」と記した名札と白衣着用
一般従業者：名札を着用

（7）営業時間、営業時間外で
相談できる時間及び営業時間
外で注文のみを受付する時間

営業時間（店舗）10：00-17：00（土日祝日除く）
営業時間外のご相談はお受けしておりません

（8）相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ドラッグストアワイディーシー TEL 03-6279-0350 E-MAIL info@yakujihou.com

わかりにくいルールをわかりやすく整理する

mailto:info@yakujihou.com
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2）WEB （HPのどこかに置いておけばＯＫ）

店舗販売業の管理及び運営に関する事項

（1）実店舗の写真

（2）許可の区分 店舗販売業

（3）許可証の記載事項 開設者名：ワイディーシー 店舗名称：ワイディーシー西新宿店 所在地：東京都新
宿区西新宿3-2-27 許可番号：新保 第222222号 有効期限：Ｈ21.6.6-H27.6.5 所
轄自治体 東京都

（4）管理者の指名 薬事 太郎（薬剤師）

（5）勤務する薬剤師の氏名、担当業務等 薬事 太郎（相談等） 景表 法子（相談等）

（6）勤務する登録販売者の
氏名、担当業務等

医薬 品助（販売等） 特商 法太（販売等） 食品 栄太郎（販売等）
相談応需及び出荷担当薬剤師及び登録販売者の勤務シフト

（7）取り扱う要指導医薬品
および一般医薬品区分

指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品（当店販売の医薬品は、使用期限
が最短1年以上のものを販売しています

（8）当該店舗に勤務する者の名札等による区別
に関する説明

薬剤師：「薬剤師」と記した名札と白衣着用
登録販売者：「登録販売者」と記した名札と白衣着用
一般従業者：名札を着用

（9）営業時間、営業時間外で
相談できる時間及び営業時間
外で注文のみを受付する時間

営業時間（店舗）10：00-17：00（土日祝日除く）
営業時間外のご相談はお受けしておりません
ネット（特定販売）では24時間ご注文をお受けしています

（10）営業時間（開店時間） 10：00-17：00 販売サイト問合せ時間 10：00-17：00

（11）相談時及び緊急時の電話番号その他連絡
先

ドラッグストアワイディーシー TEL 03-6279-0350 E-MAIL info@yakujihou.com

実店舗、陳列の写真が必要

医薬品の使用
期限

現在勤務中の薬剤師、登
録販売者の別と氏名

営業時間帯

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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勤務シフト表
現在勤務中の薬剤師、登録販売者の別と氏名の掲示が必要です。

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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共通事項

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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新聞への掲載例

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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3）TV 掲示事項を見せる
※長さは問わない（１秒でもＯＫ）
※QaⅠQ18

16

わかりにくいルールをわかりやすく整理する



Copyright©2014 Yakujihou.com All Right Reserved

17

４）新聞等「その他の広告方法を用いる場合は当該広告に
（1）及び次の①から⑤までに掲げる情報を見やすく表示すること」
（通知P31）

管理及び運営に関する事項と要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制
度に関する事項のすべてを載せなければなりません

新聞の小枠広告や全5広告は事実上出稿できなくなります

わかりにくいルールをわかりやすく整理する

通知29-31.pdf
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Ⅱ.マーケティング
1.全メディア共通

1）口コミ・体験談
口コミ・体験談は不可です。
※通知P34

18

但し、効能効果に関わらないものはＯＫです。
※QaⅠQ13

接客態度だけでなく、のみやすさや「中年女性の守り神です」などもＯＫです。

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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2）プレーヤー名と正式名称
通知P31

QaⅠQ24

19

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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（Ａ）正式名称：タカラドラッグ銀座店（Ｂ）：オンリーワンオンラインショップ
（Ａ）と（Ｂ）は同じ大きさで併記してあればよく、場所の縛りはありません。
（場所が離れていてもＯＫ）

離れていても
ＯＫ

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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2.WEBマーケティング
1）バナーは非広告とされます。
通知P31L5

QaⅠQ17

21

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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2）レコメンドは不可です。
※通知P34

22

これはレコメンドがＬＰに出て来る場合を想定しています。
レコメンドがバナーで出て来る場合、バナーは非特定販売広告なのでＯＫと
思われます。

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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3）LPO・リターゲティングについて
QaⅠQ14

①

②
③

④

わかりにくいルールをわかりやすく整理する



Copyright©2014 Yakujihou.com All Right Reserved

24

①見る人によって広告がかわるのは不可です･･･LPO
ex．前回糖尿病ページを見ていたＡさんに糖尿病医薬品の広告を出す

②但し、閲覧者全員に同じ広告が出るのはＯＫです
ex.再アクセス者に対するファーストビューはA→B→C→Dと変わっていくが、

それが誰に対しても そうなっている場合

④年齢や性別に基づいて広告がかわるのもＯＫです
ex.40代の女性全員に更年期用医薬品のＬＰを出す

③バナーは非広告なのでリタゲはＯＫです
「ホームページ閲覧者の一部に対する一律の医薬品広告」は不可なので、対象をセグメントしたリゲ
タは一見不可に思えるが リタゲはバナーなのでここに言う“広告”に該当しません。
（③は「閲覧者全員に対する一律の医薬品広告」を可とするので、逆にセグメントされた一部に対す
る一律の医薬品広告は不可）

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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3）ステップメール
QaⅠQ15

25

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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QaⅠQ16

26

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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ⅰ.無料サンプル提供者やお試し購入者にステップメールを送るのは不可

ⅱ.但し、「求めに応じて送る」形にしておけば可

27

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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①会員登録時の確認事項

（問16)購入希望者が、自身の購入履歴を踏まえた情業提供（いわゆる「ダイレクト
メール」の送付等）を希望する旨意思表示があった場合でも、医薬品の購入履
歴等に基づき、特定の医薬品の購入を勧めるような「ダイレクトメール」を送付
することは認められないのか。

（答) 医薬品の購入履歴等に基づき、特定の委託品の広告を行うことは認められないが、

購入希望者の求めに応じて客観的な事実を情報提供することは差し支えない。

ただし、購入希望者の求めに応じた情業提供であるか否かを明確にするため、購入

希望者による同意については、単に「ダイレクトメール」を送付すること」への同

意ではなく、「医薬品の購入履歴等に基づいて特定の医薬品を勧めること」に対し

て、同意を別に得る形で行うことが必要である。

また、ホームページでこのような情報提供を行う場合は、例えば,

①医薬品 購入履歴等に基づいて勧める医薬品を表示するページを別に設け

②購入希望者に、そのページには過去の購入履歴等に基づき勧められる医薬

品が表示されることを伝えた上で

③購入希望者がそのページを閲覧することを希望した場合にそのページを見ら

れるようにする

①

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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②ステップメールに毎回、下記文章を記載する。

いつでも・どこでも・きれい・げんき
○○○○ オンラインショップ

http://www.yakujihou.com/mail/index.html

◆お問い合わせフォーム

http://www.yakujihou.com/seminar/mail02/indel.html

◆お買い求めいただいた医薬品情報を希望しない場合は
下記のお問い合わせ番号にご連絡をお願いいたします。

◆お問い合わせ番号
固定電話・PHSから：0120-000-000
携帯電話から：050-000-000
(10:00～17:00/土日祝休み）

③先に記載した①の対応方法で、「希望す
る」デフォルトとしてはいけません。

といった手続きで同意を得る方法が考えられる。

なお、購入希望者側から、いつでも同意が撤回できるようにしておくことが

必要である（例えば、「ダイレクトメール」に毎回、同意の撤回する手続き

を併せて記載すること等。）

また、同意を得る手続きの際、例えば、初期設定（デフォルト）を「同意あ

り」として同意を得ることは、購買希望者が同意の内容を確認した上で同意

しているか否かが明確でないため、認められない。

②

③

わかりにくいルールをわかりやすく整理する

http://www.yakujihou.com/mail/index.html
http://www.yakujihou.com/seminar/mail02/indel.html
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Ⅲ.アウトソース

1.ロジ
QAⅠQ22

30

QAⅡQ10

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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2.コールセンター
QAⅠQ20

31

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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3.アウトコール

1）アウトコールのアウトソース
「使ってみてどうですか？」とか「こういう声を頂いていますよ」等、内容に
立ち入った説明をせざるをえません

⇒QAⅠQ20が想定している単純事務では済まないので、アウトコールのアウト
ソースは無理です

2）社内アウトコール
しかし、認可を取った場所で有資格者がいれば、そこにいるオペレーターに
アウトコールさせることも可能と思われます

Ｘ社フロアー

32

有資格者が監督

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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Ⅳ.コンビニ
QAⅠQ21

33

QAⅡQ9

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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ex.コンビニにipadがあり、客はそれを見て注文できる
⇒注文したら代金をコンビニで払う
⇒商品は後日コンビニで受け取る
⇒受け取るまでの間はコンビニで保管することになるが
コンビニに薬局免許がなくてもOKです

単に取りつぐだけなら免許なしで可
･･･コールセンターと同じ考え方

わかりにくいルールをわかりやすく整理する
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Ｑ：①コールセンターについてですが、インバウンド時アップセルをしたい場合、社
内での有資格者のみ実施は可能になるのでしょうか？②その際、外注先の有資格
者ではだめなのでしょうか？③また、有資格者がいるコールセンターで資格のな
い者が医薬品のアウトコールをしてはいけないのでしょうか？

Ａ：①そう思います。②③その有資格者は、販売を行っている店舗の有資格者ではな
いのでダメだと思います。

35

Q&A

Ｑ：コールセンターを外注した場合、広告を行った薬店の薬剤師、登録販売者がコー
ルセンターに出向してお客様からの質問に回答することは可能でしょうか？

Ａ：ルール上はブランクですが、Ｑ２０（Ｐ３０）の考え方からすると可能だと思い
ます。

コールセンター
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Ｑ：医薬品は口コミ禁止だが、ＡＦでどう監視すべきか？バナーが広告でないように、
誘導のみだから口コミも問題がないのか？

Ａ：そう思います。ＡＦサイトでは購入できないので
ＡＦサイト⇒非特定販売広告となると思います。

Ａ：名刺的に示すのなら広告ではありませんが、ここで買えるという形で示すのなら
広告とみなされます

Ｑ：バナーにＴＥＬ番号があった場合、広告とみなされるのか？

ＡＦの口コミ

バナーのＴＥＬ番号

Q&A
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メディアの比較

法定掲示事項のボリュームの問題

今回の改正で掲示事項が大幅に増えたため、紙媒体での広告スペースにこれを入
れ込むのは事実上不可能で、もし入れたとしても無駄なコストを費やすことと
なってしまいます。

従って、医薬品販売の広告に関しては、紙媒体は避けた方がよいことになります。

医薬品販売の広告メディアはＷＥＢかＴＶを用いることになります。
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ケーススタディ1（新聞）

ケース1：体験談の例

・女性ユーザーのインタビュー形式。記事
とインタビュアー、ユーザーボイスと3
パートにて構成されています。

・全てが体験談となっているわけではない
が、傍線部分で効能効果にかかる部分があ
り、結局ＮＧです。

詳しくはＹＤＣにお問い合わせ下さい

ＴＥＬ 03-6279-0350
E-mail info@yakujihou.com

mailto:info@yakujihou.com
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ケーススタディ2（新聞）

ケース2：開発者とユーザーの声
左に開発者、右に母の声（ユーザー）という配置です。
・開発者はあくまでも開発スタンスを崩していないのでＯＫです。
・母のコメントは長めの体験者コメントとなっていますが、読み込ん
でも効能効果をうたっている部分は全くありません。

・従って、インタビュー記事でありながら、うまくＮＧ要素を排除し
た例です。

詳
し
く
は
Ｙ
Ｄ
Ｃ
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
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＜項目＞
Part1. 医薬品通販の薬事法対応マニュアル
Ｉ. ストラクチャー

1.店舗の作り方
2.当局の監督への対応手段
3.ＷＥＢはいつでも受注可能か？
4.コールセンターはアウトソースできるか？
5.ロジはアウトソースできるか？

II. ＷＥＢマーケティング
1.ＬＰへの誘導方法はどうしたらよいか

①リスティング
②YDN・GDN・DSP
③リタゲ・リマケはＮＧか？
④アフィリエイト・サテライトサイトはどうなる？

2.ＬＰ
①法定記載事項をどうするか？
②ＬＰＯは制限されるのか？

3.メール
①ステップメールはＮＧか？
②定期用メルマガはＮＧか？

4.ボイス
①体験談・ビフォーアフターはどうなるのか？
②書き込みはどうなるのか？
③リコメンドはどうなるのか？

III. 紙・インフォマ
1.法定記載事項はどうするか？
2.ＣＣ

①インパクトでどこまで話せるか？
②アウトバウンドでどこまで話せるか？

3.コンテンツ
①体験談・ビフォーアフターはどうなるのか？
②開発秘話はどうか？

医薬品単品通販の薬事法対応とマーケティング戦略を
リアルに教えます セミナー動画販売のご案内

詳細とお申し込みは
http://www.yakujihou.com/seminar/20140611.html

本資料作成の元に
なったセミナーです！
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本資料についてのお問い合わせや、ご相談は下記までご連絡ください。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-27 3階

ＴＥＬ 03-6279-0350

E-mail info@yakujihou.com

http://www.yakujihou.com/

コンシェルジュ金子が
サポートいたします。
お気軽にご連絡下さい。
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